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２月の予定　　子育て支援センター

主な内容
・子育て支援センター
・エンジェル広場
・くらしのカレンダー　ほか

    ２月　１日(木)　　園庭開放
　　　　　３日(土)　　園庭開放
　　　　　５日(月)　　園庭開放
　　　　　７日(水)　　すくすく広場
         １０日(土)　　園庭開放
　　　　１３日(火)　　園庭開放
　　　　１４日(水)　　すくすく広場
　　　　１７日(土)　　園庭開放
　　　　２１日(水)　　すくすく広場
　　　　２３日(金)　　園庭開放
　　　　２４日(土)　　園庭開放
　　　　２７日(火)　　園庭開放
　　　　２８日(水)　　すくすく広場

 　時間　　午前１０時から
　　 　　　　(一時保育は午前８時３０分～午後４時３０分)
 　場所　　和束保育園
 　問合せ先　子育て支援センター(和束保育園内)
　　　　　　　　　              　　  　　　　℡　７８－２１５６
　 　　☆その他　　各自必要なものはお持ちください。

エンジェル広場

　生後０ヶ月～就園までのお子さんと保護者を対
象に実施している広場です。お子さんのことや育
児のことなどについてお話ししませんか。ベビー
マッサージやクラフト作りもしています。
　ぜひ一度遊びに来てください。

日時　２月９日（金）  午前１０時～お昼１２時
場所　社会福祉センター  相談室・老人室
講師  あかい とみこ さん

問合せ先　福祉課健康係
                  ℡　７８－３００６
 ☆★時間内であればいつでも
                             のぞきに来てください★☆

(レクリエーション・コーディネーター)

平成30年度のアルバイト登録を受け付けます

　役場や町の公共施設でアルバイト（臨時職員）を雇用する場合は、アルバイト登録した人の中から採用し
ます。登録を希望される人は、必要書類等を提出してください。

【必要書類】　　　・臨時職員登録申込書（役場総務課にあります）
　　　　　　　　　　　　※町のホームページからもダウンロードできます。
　　　　　　　　　　 ・履歴書（市販のものに住所・氏名・最終学歴・職歴・資格免許等を記入し、写真を貼付）
　　　　　　　　　　 ・身体障害者手帳をお持ちの人は、その写し

【受付開始】　　　２月１日(木)から(郵送可)
　　　　　　　　　　　　※年度途中の受付も随時行います。

【その他】　　　　　登録の際に、希望される職種や勤務条件についてお聞かせください。
　　　　　　　　　　　また、資格が必要な職種については、免許の写しが必要です。
　　　　　　　　　　　なお、７０歳以上の人は雇用することができませんのでご注意ください。
　　　　　　　　　　　身体障害者のアルバイト登録も受け付けています。
　　　　　　　　　　　登録は雇用を約束するものではありません。
　　　　　　　　　　　雇用は平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの期間です。

【職種】 ①役場一般事務の補助業務（870円）　　　 ⑥いきいきこども館や児童クラブの指導員の業務(870円）
　　　　　②公共料金等の滞納整理業務（870円）　　⑦運転業務（1,240円～）
　　　　　③レセプト点検業務（930円)　　　　　　　　　 ⑧調理業務（870円）
　　　　　④保育所等の保育業務（980円)　　　　　　　⑨その他
　　　　　⑤診療所等の看護業務（1,130円～）        ※(    )は平成３０年１月１日現在の時給です。

【申込・問合せ先】　　〒619-1295　京都府相楽郡和束町大字釜塚小字生水14-2
　　　　　　　　　　　　　　総務課　　電話：７８-３００１（内線315）　　ファックス：７８-２７９９
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　　申告の際、要介護認定を受けている人で次の
　要件に該当する場合は、町が発行する「主治医
　意見書の内容確認した書類」をおむつ代の医療
　費控除の添付書類として使用することができます。
　　対　象
　☆おむつ代について医療費控除を受けるのが２年
　　　目以降である人
　☆当該年又はその前年（現に受けている要介護認
　　　定の有効期間が13ヶ月以上であり、当該年に
　　　主治医意見書が発行されていない場合に限る)
　　　に作成された主治医意見書で次の内容がすべ
　　　て確認できた場合
　　　　＊主治医意見書の「障害高齢者の日常
　　　　　　生活自立度」＝Ｂ１、Ｂ２、Ｃ１、Ｃ２
　　　　＊主治医意見書の「尿失禁の発生可能」
　　　　　　＝あり
　（従来どおり医師が発行する「おむつ使用証明書」
　 でもおむつ代の医療費控除の手続きができます。）

おむつ代の

医療費控除

　和束町では、要介護認定結果が要介護１以上に
認定された人に「障害者控除対象者認定書」を発
行しています。
　申告をするときにこの認定書を添付すると、本人
または扶養者が障害者控除または特別障害者控
除を受けることができます。
　対　象
☆年齢６５歳以上で要介護認定結果が要介護
　　１以上と認定されていて、介護認定情報から
　　「寝たきり」・「準寝たきり」あるいは「重度の
　　認知症」・「中度の認知症」の状態が確認で
　　きる人
　＊身体障害者手帳を持っている人は、「障害者
　　控除対象者認定書」を発行いたしませんので
　　ご了承ください。

障害者控除

要介護認定をもとに
所得税や町・府民税の控除を受けられます

それぞれの申請方法は・・・
☆役場福祉課介護保険係に申請書がありますので、必要事項を記入して提出してください。
（印かんは不要です。）
問合せ　　福祉課介護保険係　℡７８－３００６

受付時間　午前８時３０分
　　　　　　　     　～お昼１２時３０分
診療時間　午前９時００分～
場　　所　相楽会館内
　　　　　  (京都府山城南保健所となり)
◆２月と３月の診療科目
　２月　４日(日)　小児科
　２月１１日(日)　小児科
　２月１２日(日・祝)　内科
　２月１８日(日)　小児科
　２月２５日(日)　内科･小児科
　３月　４日(日)　内科・小児科
　３月１１日(日)　内科
　３月１８日(日)　小児科
　３月２１日(水・祝)　内科・小児科
　３月２５日(日)　内科・小児科
◆症状によっては診療できない場合や、
　二次救急病院(山城総合医療センター)
　を紹介する場合もあります。

相楽休日診療所直通番号
　℡　７３－９９８８

相楽休日応急診療所診療体制 　みんなで楽しくお料理しませんか。
　お子さんの食事も大人のものから取り分けながら作りますので
　ぜひ、お子さんと一緒にご参加ください。
　■日時　３月１６日（金）　受付：午前９時３０分
　　　　　　　　　　　　　　　　 調理実習：午前１０時～
　■場所　社会福祉センター　老人室・実習室
　■対象者　生後２ヶ月から小学校入学前までの子どもの保護者
　　　　　　　　先着　１０人
　■内容　①調理実習
　　　　　　 ②試食
　■持ち物　調理実習材料費３００円・エプロン・三角巾・手ふきタ
    オル・フキン・お子様の替えオムツ・水筒（名前の記入をお願い
    します）
　■申込み　福祉課健康係　℡７８－３００６
　　　　　　　　※材料等準備が必要ですので３月９日（金）
　　　　　　　　　までにお申し込みください。

子育てクッキング教室
離乳食や毎日の献立で悩んでおられませんか

「木津川を美しくする会」作品展示

　ふるさとの川「木津川」をみんなの手で守っていくための河
川環境美化啓発の一環として木津川を美しくする作品展に
応募された作品を下記の日程で展示しますのでぜひご覧く
ださい。

◆日　時　２月５日（月）～２月１６日（金）
　　　　　　 午前８時３０分～午後５時１５分
◆場　所　役場　１階　住民ホール
◆問合せ　農村振興課
　　　　　　　℡　７８－３００８ ②
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正しいストーブの使い方していますか。
● 前シーズンストーブに使い残った灯油は外で完全燃焼させてから室内で使いましょう。
● 芯にカーボンがたまっていたら一度灯油を使い切ってカーボンを除去させてから使いま
しょう。
● カーテンのそばでストーブを使ってはいけません。
● 点火後は、炎の調整を行い、正常に燃焼していることを確認しましょう。
● 就寝時、外出時には、必ず完全に消火していることを確認しましょう。
● ストーブのまわりで洗濯物を乾かしてはいけません。
● ストーブのまわりで子どもを遊ばせないよう注意しましょう
● ストーブのまわりでヘヤースプレーや殺虫剤を使ってはいけません。
● 換気をまめに行い一酸化炭素中毒にならないように注意しましょう。
● カートリッジタンク式のものは、給油後、タンクのふたを確実に閉め、
    漏れのないことを確認しましょう。
●給油するときは、必ず火を消してから行いましょう。

骨粗しょう症健診 のご案内

　日　時：２月２８日（水）　午後１時１５分～午後３時３０分

　場　所：社会福祉センター　相談室・老人室

　対象者：平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日の間に、
　　　　　満４０歳・４５歳・５０歳・５５歳・６０歳・６５歳・７０歳になる女性
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０人(先着順)
　　　　　　　　※上記の節目年齢の人が対象となります。
　費　用：無料

　内　容：身体計測・問診・骨量測定・結果説明・試食・食事の話

　申込み：福祉課健康係　 ℡ ７８－３００６
　　　　　２月１日(木)～１６日(金)までにお申し込みください。
　　　　　※かかとで測定しますので、素足になれる服装でお越しください。

水道料金のお支払いは納付期限までに
　水道事業は主に水道料金収入により運営しております。
　水道料金の未納は、一度にお支払いする額の増加につながるとともに、正しくお支払い
いただいているお客様との公平性が保てなくなり、ご迷惑をおかけすることになります。
未納がつづくお客様には給水停止を含む厳しい対応も行いますので、必ず納付期限までに
お支払いください。
● 問合せ　　建設事業課上下水道係　● ℡　７８－３００７

雨水貯留施設設置費用の一部を補助します
　和束町では、雨水の有効利用を図るために、雨水貯留施設設置の取り組みを進めており、皆さ
んのご自宅などに雨水貯留施設を設置される際の費用の一部を補助します。
【補助金額】
　雨水貯留施設設置にかかる費用（送料含む。）の４分の３に相当する金額で上限４５，０００
円を補助します。
【受付件数】
　１件　（先着順）
【その他】
　申込みされる場合は、事前にご相談ください。（補助の対象にならない場合もあります。）
　総務課　７８－３００１

③
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16 金 門前 1 木 園
別所

17 土 2 金

18 日 湯船 3 土

19 月 中 4 日

20 火 原山 5 月 中

21 水 白栖 6 火 東
別陽

22 木 7 水

23 金 8 木 釜塚

24 土 9 金 南
撰原

25 日 10 土 石寺

26 月 11 日

27 火 12 月

28 水 13 火 杣田

14 水

15 木

くらしのカレンダー
 2月  3月

行事案内 行事案内

下島区確定申告相談
（下島区公民館/9:00～11:00）
栄養教室（社セ/13:00～）
木屋区確定申告相談
（木屋区公民館/13:00～15:00）

中区確定申告相談
（中区公民館/9:00～15:00）
いきいき元気塾（老福セ/13:00～）
栄養教室（社セ/13:00～）

園庭開放日(支援セ/10:00～)
おもちゃ図書館
　(保育園/10:00～12:00)

園庭開放日(支援セ/10:00～)
おもちゃ図書館
　(保育園/10:00～12:00)

撰原区確定申告相談
（撰原区公民館/9:00～15:00）

第１6回和束町人権フェスティバル　　（ふ
セ・こども館/10:00～15:00）

石寺区確定申告相談
（石寺区公民館/9:00～15:00）
乳児健診・乳児相談
　　　(社セ/13:15～)
行政相談（役場/13:30～）

別所区確定申告相談
（別所区公民館/9:00～15:00）
園庭開放日(支援セ/10:00～)

白栖区確定申告相談
（白栖区公民館/9:00～15:00）
すくすく広場(支援セ/10:00～)
すこやかファイト教室
　　（老福セ/13:30～）

東区確定申告相談
（人権ふれあいセンター/9:00～15:00）

湯船区確定申告相談
（湯船会館/9:00～15:00）
マザーズ＆キッズ(社セ/10:00～)
いきいき元気塾（老福セ/13:00～）
楽しくスリム運動教室
　　（社セ/13:30～）

杣田区確定申告相談
（杣田区公民館/9:00～15:00）
すくすく広場(支援セ/10:00～)
すこやかファイト教室
　　（老福セ/13:30～）

湯船区確定申告相談
（湯船会館/9:00～15:00）
園庭開放日(支援セ/10:00～)

交通事故無料相談
　(木津総合庁舎/9:00～)
マザーズ＆キッズ(社セ/10:00～)
いきいき元気塾（老福セ/13:00～）
楽しくスリム運動教室
　　（社セ/13:30～）

園庭開放日(支援セ/10:00～)
おもちゃ図書館
　(保育園/10:00～12:00)
工作教室(こども館/13:30～)

釜塚区・南区確定申告相談
（社セ・大ホール/9:00～15:00）
エンジェル広場（社セ/10:00～）

園庭開放日(支援セ/10:00～)
おもちゃ図書館
　(保育園/10:00～12:00)

門前区確定申告相談
（門前区会議所/9:00～15:00）
共同浴場無料開放日

園区確定申告相談
（園区公民館/9:00～15:00）
園庭開放日(支援セ/10:00～)
人権相談（ふセ/13:30～16:00）
税住民課証明交付業務時間延長日
　　（17:15～19:00)

釜塚区・南区確定申告相談
（社セ・大ホール/9:00～15:00）

原山区確定申告相談
（原山区会議所/9:00～15:00）
すくすく広場(支援セ/10:00～)
固定資産税納期限（第4期）
国民健康保険税納期限（第9期）
後期高齢者医療保険料（第8期）

確定申告相談予備日
（社セ・大ホール/9:00～15:00）
園庭開放日(支援セ/10:00～)
税住民課証明交付業務時間延長日
　　（17:15～19:00)

※確定申告相談問合せ先
役場税住民課（℡ ７８－３００５）

確定申告相談予備日
（社セ・大ホール/9:00～15:00）
すくすく広場(支援セ/10:00～)

確定申告相談（還付申告・町民税）
（社セ・大ホール/9:00～12:00）
いきいき元気塾（老福セ/13:00～）

(時間は24時間表示です)
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古紙回収略称
別陽・・・別所陽光台


